
   伊 丹 市 測 量 成 果 の 複 製 及 び 使 用 承 認 に 関 す る 要 綱   

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 測 量 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ８ ８ 号 。 以 下 「  

 法 」 と い う 。 ） 第 ４ ３ 条 及 び 法 第 ４ ４ 条 の 規 定 に 基 づ く 承 認 を 行  

 う 際 に 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， そ れ  

 ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ⑴  測 量 成 果  測 量 に お い て 最 終 の 目 的 と し て 得 た 結 果 で 紙 地 図 ，  

  数 値 地 図 ， 空 中 写 真 等 の う ち 都 市 計 画 課 が 保 有 す る も の を い う 。  

 ⑵  複 製  測 量 成 果 を コ ピ ー ， ス キ ャ ン 等 の 測 量 で な い 行 為 で 複  

  製 し た も の を 基 図 と し て ， 情 報 の 削 除 若 し く は 独 自 情 報 を 付 加  

  す る こ と 等 を い う 。  

 ⑶  使 用  測 量 成 果 を ト レ ー ス 等 に よ り 調 整 し 直 し て ， 別 種 の 地  

  図 を 作 成 す る こ と 等 を い う 。  

 （ 承 認 の 申 請 ）  

第 ３ 条  法 第 ４ ３ 条 及 び 法 第 ４ ４ 条 の 規 定 に 基 づ く 承 認 申 請 を 行 お  

 う と す る 者 は ， 測 量 成 果 の 複 製 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） 又 は 測  

 量 成 果 の 使 用 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば  

 な ら な い 。  

 （ 承 認 の 基 準 ）  

第 ４ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は ， 測 量 法 第  

 ２ ９ 条 の 規 定 に 基 づ く 承 認 取 扱 要 領 （ 平 成 ２ ０ 年 ３ 月 ３ １ 日 国 地  

 達 第 １ ３ 号 ） 等 （ 改 正 さ れ た も の に あ っ て は 改 正 後 の 基 準 ） に 準  

 じ て 承 認 を 行 う も の と す る 。  

 （ 承 認 の 条 件 ）  

第 ５ 条  市 長 は ， 前 条 の 基 準 に よ り 承 認 し よ う と す る と き は ， 次 に  

 掲 げ る 条 件 を 付 す こ と が で き る 。  

 ⑴  成 果 品 に 市 の 測 量 成 果 を 複 製 又 は 使 用 し た 旨 を 明 示 す る こ と 。  

 ⑵  複 製 又 は 使 用 に よ り 成 果 品 を 得 た と き は ， 速 や か に そ の 成 果  



  品 を １ 部 市 長 に 提 出 す る こ と 。  

 ⑶  複 製 又 は 使 用 す る 測 量 成 果 を 申 請 に 係 る 目 的 以 外 に 利 用 し な  

  い こ と 。  

 ⑷  複 製 又 は 使 用 の 成 果 を 第 三 者 に 譲 渡 又 は 貸 与 し な い こ と 。  

 ⑸  複 製 又 は 使 用 の 成 果 か ら 第 二 原 図 等 を 再 複 製 し な い こ と 。  

 ⑹  貸 与 の あ っ た デ ー タ は 申 請 者 の 管 理 の も と 他 に 漏 え い し な い  

  よ う 厳 格 に 管 理 す る こ と 。 ま た ， 成 果 品 を 得 た と き は 速 や か に  

  当 該 デ ー タ （ 複 製 し た デ ー タ を 含 む ） を 破 棄 し ， ま た は 破 棄 し  

  た こ と を 確 認 す る こ と 。  

 ⑺  前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 測 量 成 果 を 適 正 に 管 理 す る た め  

  特 に 市 長 が 必 要 と 認 め る も の 。  

 （ 承 認 の 通 知 等 ）  

第 ６ 条  市 長 は ， 第 ４ 条 の 基 準 に よ り 承 認 し た と き は 測 量 成 果 の 複  

 製 承 認 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） 又 は 測 量 成 果 の 使 用 承 認 通 知 書 （ 様  

 式 第 ４ 号 ） に よ り ， 承 認 し な か っ た と き は 測 量 成 果 の 複 製 不 承 認  

 通 知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） 又 は 測 量 成 果 の 使 用 不 承 認 通 知 書 （ 様 式 第  

 ６ 号 ） に よ り ， そ の 旨 を 申 請 を し た 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 承 認 の 取 消 し ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 承 認 を 得 た 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は ， そ の 承 認 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 ⑴  第 ４ 条 の 基 準 に 適 合 し な い こ と が 判 明 し た と き 。  

 ⑵  第 ５ 条 の 規 定 に よ り 付 し た 条 件 に 従 わ な か っ た と き 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 承 認 の 取 消 し は ， 測 量 成 果 の 複 製 承 認 取 消 通  

 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） 又 は 測 量 成 果 の 使 用 承 認 取 消 通 知 書 （ 様 式 第  

 ８ 号 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



様式第１号 

 
測量成果の複製承認申請書 

 

測量法第４３条の規定により下記のとおり承認を申請します。 

 

    年  月  日 
 

                  申請者 住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

                        

 氏名（法人にあっては，名称及び代表者の職氏名） 

                      印 

 伊 丹 市 長 様 

複 製 の 目 的   

複 製 す る 測 量 成 果 の 

種 類 及 び 内 容 
  

複 製 す る 測 量 成 果 の 交 付 

年月日又は地図の発行年次 
  

複 製 の 範 囲 又 は 区 域   

複 製 の 作 業 方 法   

複 製 の 期 間   

複 製 品 の 利 用 方 法 及 び 

配 布 の 範 囲  有 償  無 償 
  

複 製 品 の 部 数   
複

製
機

関
名
 

名 称 及 び 

代 表 者 の 氏 名 
  

所 在 地   

複
製

作
業

者
 

氏 名   

所 在 地   

備 考   

 



様式第２号 

 
測量成果の使用承認申請書 

 

測量法第４４条の規定により下記のとおり承認を申請します。 

 

    年  月  日 
 

                  申請者 住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地） 

                        

 氏名（法人にあっては，名称及び代表者の職氏名） 

                      印 

 伊 丹 市 長 様 

使 用 目 的 又 は 

当 該 測 量 の 種 別 
  

測 量 地 域   

使 用 期 間   

使 用 す る 測 量 成 果 の 

種 類 及 び 内 容 
  

測 量 精 度   

使 用 方 法   

完 成 図 の 縮 尺 及 び 名 称   

測
量

計
画

機
関
 

名 称 及 び 

代 表 者 の 氏 名 
  

所 在 地   

複
製

作
業

機
関
 

名 称 及 び 

代 表 者 の 氏 名 
  

所 在 地   

成 果 入 手 年 月 日   

公 共 測 量 実 施 計 画 書 

提 出 年 月 日 
  

備 考   



様式 第 ３ 号  

伊    第      号  

    年   月   日  

 

           様  

 

伊丹 市 長         印  

 

 

測量成果の複製承認通知書 

 

 

     年   月   日 付で 申 請 のあ っ た 測量 成 果 の複 製 に つい て は ，測 量

法第 ４ ３ 条の 規 定 に基 づ き ，下 記 の とお り 承 認し ま す 。  

 

記  

 

１．  承認 事 項  

(1)  複製 目 的  

 

(2)  複製 す る 測量 成 果 の種 類 及 び内 容  

 

(3)  複製 期 間  

 

(4)  複製 部 数  

 

(5)  複製 作 業 者  

 

２．  条件  

 

 

 

 

 

 

 

３．  承認 の 取 消し  

承認 事 項 及び 条 件 は厳 守 し てく だ さ い。  

これ ら に 違反 す る とき は 承 認を 取 り 消す こ と があ り ま す。  

以  上  

  



様式 第 ４ 号  

伊    第      号  

    年   月   日  

 

           様  

 

伊丹 市 長         印  

 

 

測量成果の使用承認通知書 

 

 

     年   月   日 付で 申 請 のあ っ た 測量 成 果 の複 製 に つい て は ，測 量

法第 ４ ４ 条第 １ 項 の規 定 に 基づ き ， 下記 の と おり 承 認 しま す 。  

 

記  

 

１．  承認 事 項  

(1)  使用 目 的  

 

(2)  使用 す る 測量 成 果 の種 類 及 び内 容  

 

(3)  使用 期 間  

 

(4)  測量 作 業 機関  

 

２．  条件  

 

 

 

 

 

 

 

 

３．  承認 の 取 消し  

承認 事 項 及び 条 件 は厳 守 し てく だ さ い。  

これ ら に 違反 す る とき は 承 認を 取 り 消す こ と があ り ま す。  

以  上  

  



様式 第 ５ 号  

伊    第      号  

    年   月   日  

 

           様  

 

伊丹 市 長         印  

 

 

測量成果の複製不承認通知書 

 

 

     年   月   日 付で 申 請 のあ っ た 測量 成 果 の複 製 に つい て は ，下 記

の理 由 に より 承 認 でき ま せ ん。  

 

記  

 

 不 承 認 の理 由  

 

 

 

 

 

 

 

以  上  

 

 

 

 (不 服申 立 て に係 る教 示 ) 

１  こ の 処分 に 不 服が あ る 場合 は，この 処 分 があ っ た こと を 知 った 日 の 翌日 か

ら 起 算 し て ３ カ 月 以 内 に ， 伊 丹 市 長 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す 。 

２  こ の 処分 の 取 消し を 求 める 訴 え をす る 場 合は ，こ の処 分 が あっ た こ とを 知

った 日 の 翌日 か ら 起算 し て ６カ 月 以 内に ，伊 丹 市を 被 告（訴 訟 に おい て 伊丹 市

を代 表 す る者 は 市 長と な り ます 。）と して 提 起 する こ と がで き ま す。  

３  上 記 １及 び ２ にか か わ らず ，正 当な 理 由 があ る と きは ，上 記 の期 間 を経 過

し た 後 で あ っ て も 審 査 請 求 を す る こ と や 処 分 の 取 消 し の 訴 え の 提 起 を す る こ

とが 認 め られ る 場 合が あ り ます 。  

 

 

 

 

 



様式 第 ６ 号  

伊    第      号  

    年   月   日  

 

           様  

 

伊丹 市 長         印  

 

 

測量成果の使用不承認通知書 

 

 

     年   月   日 付で 申 請 のあ っ た 測量 成 果 の使 用 に つい て は ，下 記

の理 由 に より 承 認 でき ま せ ん。  

 

記  

 

 不 承 認 の理 由  

 

 

 

 

 

 

 

以  上  

 

 

 

 (不 服申 立 て に係 る教 示 ) 

１  こ の 処分 に 不 服が あ る 場合 は ， この 処 分 があ っ た こと を 知 った 日 の 翌日 か

ら起 算 し て３ カ 月 以内 に ，伊丹 市 長 に 対し て 審 査請 求 を する こ と がで き ま す。 

２  こ の 処分 の 取 消し を 求 める 訴 え をす る 場 合は ， こ の処 分 が あっ た こ とを 知

っ た日 の 翌 日か ら 起 算し て ６ カ月 以 内 に， 伊 丹 市を 被 告 （訴 訟 に おい て 伊丹

市を 代 表 する 者 は 市長 と な りま す 。） とし て 提 起す る こ とが で き ます 。  

３  上 記 １及 び ２ にか か わ らず ， 正 当な 理 由 があ る と きは ， 上 記の 期 間 を経 過

し た後 で あ って も 審 査請 求 を する こ と や処 分 の 取消 し の 訴え の 提 起を す るこ

とが 認 め られ る 場 合が あ り ます 。  

 

 

 

 

 



様式 第 ７ 号  

伊    第      号  

    年   月   日  

 

           様  

 

伊丹 市 長         印  

 

 

測量成果の複製承認取消通知書 

 

 

     年   月   日 付伊    第    号 に て 通知 し た 測量 成 果 の複 製

の承 認 に つい て は ，下 記 の 理由 に よ り取 り 消 しま す 。  

 

記  

 

 取 消 し の理 由  

 

 

 

 

 

 

 

以  上  

 

 

 

 (不 服申 立 て に係 る教 示 ) 

１  こ の 処分 に 不 服が あ る 場合 は，この 処 分 があ っ た こと を 知 った 日 の 翌日 か

ら 起 算 し て ３ カ 月 以 内 に ， 伊 丹 市 長 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で き ま す 。 

２  こ の 処分 の 取 消し を 求 める 訴 え をす る 場 合は ，こ の処 分 が あっ た こ とを 知

った 日 の 翌日 か ら 起算 し て ６カ 月 以 内に ，伊 丹 市を 被 告（訴 訟 に おい て 伊丹 市

を代 表 す る者 は 市 長と な り ます 。）と して 提 起 する こ と がで き ま す。  

３  上 記 １及 び ２ にか か わ らず ，正 当な 理 由 があ る と きは ，上 記 の期 間 を経 過

し た 後 で あ っ て も 審 査 請 求 を す る こ と や 処 分 の 取 消 し の 訴 え の 提 起 を す る こ

とが 認 め られ る 場 合が あ り ます 。  

 

 

 

 

 



様式 第 ８ 号  

伊    第      号  

    年   月   日  

 

           様  

 

伊丹 市 長         印  

 

 

測量成果の使用承認取消通知書 

 

 

     年   月   日 付伊    第    号 に て 通知 し た 測量 成 果 の使 用

の承 認 に つい て は ，下 記 の 理由 に よ り取 り 消 しま す 。  

 

記  

 

 取 消 し の理 由  

 

 

 

 

 

 

 

以  上  

 

 

 

 (不 服申 立 て に係 る教 示 ) 

１  こ の 処分 に 不 服が あ る 場合 は ， この 処 分 があ っ た こと を 知 った 日 の 翌日 か

ら起 算 し て３ カ 月 以内 に ，伊丹 市 長 に 対し て 審 査請 求 を する こ と がで き ま す。 

２  こ の 処分 の 取 消し を 求 める 訴 え をす る 場 合は ， こ の処 分 が あっ た こ とを 知

っ た日 の 翌 日か ら 起 算し て ６ カ月 以 内 に， 伊 丹 市を 被 告 （訴 訟 に おい て 伊丹

市を 代 表 する 者 は 市長 と な りま す 。） とし て 提 起す る こ とが で き ます 。  

３  上 記 １及 び ２ にか か わ らず ， 正 当な 理 由 があ る と きは ， 上 記の 期 間 を経 過

し た後 で あ って も 審 査請 求 を する こ と や処 分 の 取消 し の 訴え の 提 起を す るこ

とが 認 め られ る 場 合が あ り ます 。  


